
                                           令和 4 年 3 月吉日 

申請者各位 

                            株式会社 住宅性能評価センター 

日頃より各種申請にて（株）住宅性能評価センターをご利用いただき誠に有難う御座います。 

審査及び検査に関するお知らせをさせて頂きます。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝  お知らせ  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

令和４年４月 1 日 の 適合証明書（ﾌﾗｯﾄ 35）申請の変更事項について  

 

 適合証明書（フラット３５）の申請に関する変更事項の一部をお知らせいたします。 

                            （新築一戸建て住宅のみを抜粋） 

 

■ 主な変更点 

１．書式の変更 

２． 新たな金利引き下げ制度について（【フラット 35】維持保全型）  
  
  
  

   

 
 
 
 
 
 
 

 

２．書式の変更概要 

【フラット 35】維持保全型の追加に伴い、申請書第二面のフラット 35S の適用欄にチェック

項目が追加になりました。 

※ 各種検査申請の受理日が令和４年４月 1 日より適用になります。（弊社では本受付日） 

ただし、維持保全型を利用しない場合は令和 4 年 9 月 30 日までは旧書式の利用も可能です。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ 変更内容の説明 
１．書式の変更種別 

① 設計検査申請書（第一面～第二面）【一戸建て等用】 

② 各種設計内容説明書 

③ 中間現場検査申請書（第一面～第二面）【一戸建て等用】 

④ 竣工現場検査申請書・適合証明申請書【一戸建て等用】 

⑤ 工事内容確認チェックシート 

⑥ 適合証明書（弊社発行書類） 



 
３．【フラット 35】維持保全型 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

令和 4 年 4 月より【フラット 35】維持保全型制度を新設し、フラット 35（新築）及び（中古）

において、それぞれの基準に適合する住宅の金利引き下げが実施される予定です。 

＝ 適用基準＝ 
新築の場合は『 長期優良住宅 』の取得が必要です。 
※ 長期優良住宅は、【フラット 35】Ｓ（金利Ａプラン）の耐久性・可変性に位置付けられてい

ますが、【フラット 35】維持保全型の基準としても位置付けられ、それぞれの区分において 
金利引き下げが適用されます。 

 R4.3.3現在 未確定のため予定です。

＝ 適用時期＝ 
令和 4 月 4 月 1 日以降に「適合証明検査（竣工現場検査）」の申請を行う住宅に適用されます。 

以 上 


